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序     文 
 

ドミニカ共和国（以下、「ドミニカ」と記す）は、カリブ海諸国における有数の観光立国であ

り、美しいビーチと海をもつ魅力あふれる国です。同国の北部に位置するプエルトプラタ県も、

海外から来る多くの観光客を魅了してきました。 

ドミニカの観光産業は、1960年代に観光を国の重要産業と位置づけたことから始まり、70 年代

には外資による大型ビーチリゾート開発が進みました。こうしたビーチリゾートを訪れる多くの

観光客はオールインクルーシブ滞在型パッケージツアーを利用し、ほとんどすべての消費活動が

ホテル内で完結するため、こうした形態で進められてきた観光産業から周辺住民が裨益を受ける

ことはほとんどないのが現状です。 

プエルトプラタ県においてもこうした大型ビーチリゾート開発は進み、1980 年代から観光ブー

ムを迎えました。しかし、2000 年代以降、それまで観光産業を牽引してきたビーチリゾートへの

観光客はホテルの老朽化等の理由から減少に転じました。 

こうした状況のなか、ドミニカ政府は地元の特性や資源を生かし、地域の発展に結びつくよう

な持続的な観光開発をめざし、プエルトプラタ県をプロジェクトサイトとした支援をわが国に要

請しました。これを受けて、独立行政法人国際協力機構（JICA）は 2009 年に詳細計画策定調査

を実施し、ドミニカ側と協議の末に 2010 年 12 月からプロジェクトを開始しております。 

今回の中間レビュー調査では、ドミニカと合同で協力開始から現在までの実績やプロジェクト

目標と成果の達成度の評価を行うとともに、プロジェクトの残りの期間の課題及び今後の方向性

について確認しました。本報告書は同調査団の調査結果を取りまとめたものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝を申し上げます。 

 

平成 24 年 11 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

産業開発・公共政策部 入柿 秀俊 
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評価調査結果要約表 

 

１．案件の概要 

国名：ドミニカ共和国 案件名：官民協力による豊かな観光地域づくりプ

ロジェクト 

分野：民間セクター開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政策部 民間セク

ターグループ 産業・貿易課 

協力金額（評価時点）：総投入額 約 1.8 億円 

 

 

協力期間 

（R/D）：2009年12月～2013年11 月 先方関係機関：観光省（MITUR） 

職業訓練庁（INFOTEP） 

（延長）： 日本側協力機関： 

（F/U）： 他の関連協力： 

（E/N）（無償）   

１－１ 協力の背景と概要 

ドミニカ共和国（以下、「ドミニカ」と記す）では、1960 年代より観光産業を開発優先分野と

して、外国投資への優遇措置や観光インフラの整備といった積極的な観光開発政策を実施して

きた。その結果、カリブ諸国最大の観光客数を誇る観光国へと成長し、2008 年には年間 398 万

人が同国を訪れている。2006 年に発表された「国家競争力強化計画」では、観光産業が国家開

発の牽引役として位置づけられ、地域住民を巻き込んだ官民連携による地域観光開発の振興が

表明されている。さらに、2007 年に公布された「ムニシピオ法」（法律第 176-07 号）において

もムニシピオ（市にあたる地方自治体）の権限が拡大され、官民協力による地域の観光振興で

も市が重要な役割を果たすことが示されている。 

ドミニカの北部にあるプエルトプラタ県は、2008 年には年間約 56 万人の国際観光客が訪れる

全国第 3 の観光地である。しかし、これまで同国が積極的に奨励してきた大型ビーチリゾート

ホテル開発は、その多くが外資によるオールインクルーシブ型と呼ばれる形態であり、地域住

民が観光活動に参加し利益を得る機会が非常に限られている。結果として、プエルトプラタ県

の生活水準は全国平均以下にとどまっている。こうした状況下、官民のステークホルダーが連

携し、地元の特性や資源を十分活用して、地域の発展に結びつくような持続的な観光開発の枠

組みを構築することへの支援が、日本に対し要請された。 

本プロジェクトは、観光省（Ministry of Tourism：MITUR）と職業訓練庁（Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional：INFOTEP）を実施機関とし、地域住民や民間セクターを巻き込こ

みながら、地域資源を活用した観光商品やサービスを開発・普及するための体制づくりを行う

ことで、地域をあげての観光活動への参加による地域開発の仕組みを構築することを目的とし

ている。またその経験を用いて、他地域にも活用が可能な「持続的な観光地域づくり」モデル

の提言も行う。 

 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

観光開発地域とその周辺住民が、既存の観光産業と連携・共存しながら観光活動に参加

する機会を増やすことを通じて、生活レベルを向上させるとともに、持続的かつ豊かな観

光地域づくりが実現する。 
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（２）プロジェクト目標 

官民協力により、地域資源を活用した観光商品・サービスなどの開発やプロモーション

が推進され、住民に裨益する持続可能な観光開発の仕組みが形成される。 

 

（３）アウトプット 

１） 対象地域において広く住民に裨益するような官民協力による観光開発運営体制が整備

される。 

２） 地元資源を活用した観光商品・サービスが開発される。 

３） 開発された観光商品・サービス等をプロモーションするための計画が策定され、実施

される。 

４） プロジェクト活動がモニタリングされ、国内の他地域に応用されるための観光開発モ

デルが提案される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

専門家派遣  7 名            

機材供与  なし 

ローカルコスト負担  29,850 千円（12,787 千ペソ） 

研修員受入  1 名  

相手国側： 

カウンターパート（Counterpart：C/P）配置  19 名（MITUR：10 名、INFOTEP：9 名）

土地・施設提供（MITUR 側）                

ローカルコスト（車両及び関連経費）負担（INFOTEP） 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 総括／団長：上田 隆文 

協力企画：山口 綾子 

 

評価分析：本間 まり子 

国際協力機構（JICA） 国際協力専門員 

国際協力機構（JICA） 産業開発・公共政策部 産業貿易課 

ジュニア専門員 

インテムコンサルティング株式会社 社会開発部 

調査期間 2011 年 11 月 5 日 2011 年 11 月 25 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）活動実績 

活動は、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）を柔軟

に活用しつつ、おおむね計画どおり実施されている。 

 

（２）アウトプットの達成状況 

１）アウトプット１を達成するための活動は、以下のように計画どおり実施されている。 

・ プエルトプラタ県の観光開発や観光分野の関係機関の現状に関する情報について

「持続的観光開発に係る報告書・資料インベントリ」や、関連した報告書がまと

められ、関係者に共有されている。 

・ アウトプット２にあるワークショップを通じて、官民の関係者によるワーキング 



iii 

グループ「地域力向上ユニット（Unidad Municipal para Parimonio Comunitario：

UMPC）」が、県内全 9 市において形成された。各グループは、月最低 1 回以上定

例会議を行っている。また、ワークショップやセミナーを通じて、観光開発や組

織力、その他の関連分野の能力強化が図られている。 

・ UMPC 以外に、大学間連携、民芸品生産、組織間調整、観光専門家の 4 分野にお

いて、課題別ワーキンググループが形成されている。 

２）アウトプット２を達成するための活動は、以下のように計画どおり実施されている。 

・ 各市の関係者を対象とした地域資源再発見ワークショップ（各計 8 回）を通じて、

地域住民が重要だと感じ誇りをもてるような地域資源が発掘された。その結果は

「地域資源表」や「地域資源マップ」として取りまとめられ関係者に共有されて

いる。またこれらの活動を通じて、各市に UMPC が設立された。 

・ また、観光産業に関するニーズやマーケット調査が実施され、報告書が作成され

ている。 

・ これらの収集された情報に基づいて、UMPC ごとに観光商品もしくはサービスが 2

個以上選定され、それらの開発とプロモーションを目的としたパイロットプロジ

ェクトが計画されている。プエルトプラタ市以外の 8 市においては、既に実施が

始まっている。 

・ プエルトプラタ県「持続的な観光開発モデル構築」のためのアクションプランが

作成された。これは、プロジェクト活動の結果のフィードバックを行い、最終的

にアウトプット４で形成予定の「観光開発モデル」のガイドラインとして適用さ

れる予定である。各 UMPC は、別途年間計画を作成しており、その一部に上記パ

イロットプロジェクトが含まれている。また、パイロットプロジェクトは、アク

ションプランの一部となっている。 

３）アウトプット３を達成するための活動は、以下のように計画どおり実施されている。 

・ 観光プロモーションに関する活動は、アウトプット２にあるパイロットプロジェ

クトに含まれており、観光商品・サービスの開発と併せて実施されている。 

・ プロモーションを目的とした、数々の観光フェア（展示会）やワークショップが

開催され、各市及びプエルトプラタ県としての、アイデンティティを高める取り

組みが行われている。また、さらに市ごとのブランド構築に向け、UMPC ごとに、

市のオンリーワンの資源に基づいたバナー、カレンダーなどが作成されている。 

・ 県レベルの地域ブランド構築のための布石として、地域の大学生が県のさまざま

な魅力について紹介する情報誌「Ta’To’」が、プロジェクトの支援を通じて創刊さ

れている。 

４）アウトプット４を達成するための活動は、以下のように計画どおり実施されている。 

・ プロジェクトの進捗は、「プロジェクト事業進捗報告書」を通じて、年に 2 回確認

されている。 

・ アウトプット２で作成されたアクションプランは、持続可能な観光開発の仕組み

のためのガイドブック（ガイドライン）の素案として位置づけられている。パイ

ロットプロジェクトの結果をフィードバックし、最終版がガイドブック（ガイド

ライン）として策定される予定である。 

 

（３）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標を達成するための指標は、以下のように順調に満たされつつある。 
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・ 観光開発及びプロモーションに係るローカルワーキンググループとして、プエルト

プラタ県内の 9 市において UMPC が設立されている。各 UMPC は官民による 13 以

上の組織から構成されている。プロジェクトでは、これらの９つの UMPC による県

レベルのネットワーク（連合会）の設立にも取り組んでいる。これまでに県レベル

のフェア（展示会）やワークショップが開催されている。 

・ 各 UMPC は、各地域のオンリーワンの資源による、2 つ以上の観光商品もしくはサ

ービスを選定しており、その開発やプロモーションを取り組むパイロットプロジェ

クトが計画され、実施が始まっている。 

・ これらのパイロットプロジェクトは、観光開発モデル開発のためのアクションプラ

ンの一部となっている。このアクションプランは、パイロットプロジェクトの結果

をフィードバックし、最終版が、持続可能な観光開発の仕組みのためのガイドブッ

ク（ガイドライン）として位置づけられる予定である。 

 

（４）上位目標の達成見込み 

現時点で、上位目標の達成見込みについて述べるのは時期尚早ではあるものの、プロジ

ェクトでは、UMPC メンバーが既存の観光産業との関係性を構築したり、ビジネスとして

の観光開発に取り組むなど、上位目標達成に向けた取り組みが始まっている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

以下の理由により、本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

・ 観光産業はドミニカにおける最重要産業のひとつであり、2006 年の「国家競争力強

化計画」において、「経済・社会開発のけん引役」と位置づけられている。 JICA に

おいては、貧困削減手段として観光開発は重点協力分野に位置づけられている。 

・ 対象地域であるプエルトプラタ県は、2008 年以降観光客が大幅に減少しており、雇

用の創出を伴う産業育成や人材の能力強化、対象地域に裨益した形での新しい観光

開発のモデルづくりへのニーズが高い。 

・ 上記のような状況下、オルタナティブな観光開発の仕組みやそのための人材育成方

法を模索していた MITUR と INFOTEP のニーズにも合致している。 

・ 地域の官民のさまざまな関係者による市レベルでのワーキンググループ UMPC を通

じた活動は、地方自治を推進する政策に合致しているだけでなく、活動への政治的

影響を排除することにも成功している。 

・ 一村一品活動などの日本における経験が、有効に活用されており、日本による支援

の優位性が高い。 

 

（２）有効性 

  以下の理由により、本プロジェクトの有効性は高いと判断される。 

・ プロジェクト目標を達成するためのアウトプットは、順調に達成されつつある。プ

ロジェクトの残りの期間において、県レベルのネットワーク（連合会）の設立等、

新たな観光開発の仕組みづくりに向けた取り組みが行われることで、プロジェクト

目標の達成が見込まれる。 

・ 数多くのワークショップやミーティングを通じて、UMPC メンバーの地域に対する

アイデンティティや誇りが醸成され、それが UMPC の組織強化やメンバーの能力強
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化に結びついている。またそうした活動を通じて発掘された地域ごとの資源が、プ

ロジェクトで開発しプロモーションしていく観光商品やサービスに直接的に結びつ

いている。このように、プロジェクトが採用しているアプローチは効果的に機能し

ており、アウトプット間の相乗効果もみられる。 

 

（５）持続性 

プロジェクトの持続性を高めるために、以下のような活動が実施される必要性がみられ

た。 

・ UMPC のネットワーク（連合会）の設立といった、県レベルの観光モデルの完成。

・ UMPC の法人格の取得。 

・ 両 C/P 機関からの、専任の C/P の配置。 

・ 県レベルの既存の観光関係者と、UMPC ネットワーク（連合会）との同等な関係性

の構築。 

・ 既存のネットワーク〔全国市長連合会、北部地域市長連合会、国際連合開発計画

（United Nations Development Programme：UNDP）プロジェクトによる県知事や地域

開発関係者のネットワークなどを通じて〕を通じた、プロジェクトによる観光開発

モデルの普及。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

・ ワーキンググループを市レベルで設立したことで、より地域のニーズや状況に即し

た形での、地域資源に基づいた観光開発モデルの形成が可能になっている。また、

それにより UMPC メンバーたちの参加意欲が促進されている。 

・ 各市に UMPC をそれぞれ設立したことで、主要都市優位になっていた地域間格差の

解消が可能となっている。 

・ UMPC 活動がビジネスに結びつくことで、UMPC 活動の促進要因となっている。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・ プロジェクト関係者は、UMPC メンバーの自主性を尊重し、彼らのペースに合わせ

た活動を行うことで、メンバーたちの活動への熱意やオーナーシップを醸成してい

る。こうした UMPC メンバーの積極的な参加が、プロジェクト活動実施の促進要因

となっているとともに、参加者へのプラスのインパクトを生じさせている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（１）計画内容に関すること 

・ 本来密接に関連しているはずの観光商品の開発とそのプロモーションが、成果の２

と３で別々に計画されていることで、活動実施に不便が生じている。現在プロジェ

クトでは、PDM と活動計画（Plan of Operations：PO）を柔軟に活用することで円滑

な活動実施を行っているが、修正の必要性が関係者から指摘されている。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

・ プロジェクト開始から現在まで、ほとんどの C/P が継続してプロジェクトにかかわ

ってきている。しかし、2012 年 5 月に選挙が予定されており、その結果によっては
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C/P（特に MITUR）の人事に影響が出ることが懸念されている。 

 

３－５ 結論 

プロジェクトは関係者各位、特にすべての UMPC メンバーの熱意とオーナーシップ及び専門

家たちの情熱に支えられ、これまでの約 2 年間に多大な成果を上げてきたと考えられる。その

ため、後半約 2 年間を残した現時点で出口戦略を見据え、それに向かった活動ができる状況に

ある。UMPC がパイロットプロジェクト活動を通じて更に強化され、県レベルの組織ができ、

これらを基に、既存の観光業者との対等の連携体制やその他の観光プロモーション活動ができ

るような基礎づくりが、残りの期間でめざすところとなろう。プエルトプラタ県を中心に、プ

ロジェクトの支援で育成された人材とつくり上げられた制度により、この地域の地域住民にも

裨益しつつ観光業界全体が発展することのできる持続的観光開発が進められるよう、さらに、

この地域での取り組みが「グッドプラクティス」として認知され、更に他地域へも広がってい

けるよう、今後一層の関係者の努力を期待する。 

 

３－６ 提言 

（１）プロジェクト目標をより効果的に達成するために、以下のとおり PDM の改訂を提言する。

１） 現在のアウトプット２で意図されている観光商品・サービスの開発と、アウトプット

３のプロモーションは、商品開発 プロモーション／販売 評価 改善（ 商品開発

 ・・・）を繰り返す一連の「マーケティング・サイクル」として切り離せないものであ

るため、この 2 つのアウトプットを統合して、新しくアウトプット２とすること。 

２） 新しくアウトプット３として、UMPC を基にした県レベルの組織の構築をめざすこと。

 

（２）その他の細かい変更事項も含んだ日本人専門家チームの提案する PDM（付属資料５）が、

採用されることが適当と考える。 

 

（３）また、このプロジェクトで形成される仕組みを基にした観光開発モデルが、他地域にも

広がるような方法をいくつか探すことを提言する。 

 

３－７ 教訓 

（１）観光商品の開発とプロモーションは、上記のようなマーケティング・サイクルのなかの

一連の活動として考えられるべきものである。商品開発は、開発してそれを売るという直

線的な活動ではなく、販売活動での消費者の反応を基に更に改善をするという、サイクル

の繰り返しで行われるものである。 

 

（２）UMPC のような、市レベルの官民が連携した多様な関係者が参加する組織を基にした「ボ

トムアップ」のアプローチにより、地域のさまざまな関係者のイニシアティブとオーナー

シップを効果的に醸成することが可能である。 

 

（３）市レベルで双方の利益につながる官民連携体制を作ることが可能である。このような連

携体制はその市の状況によって、さまざまに異なる形態をとる。 

 

（４）一村一品の三原則は、地域住民に裨益する観光開発にも適用することができる。さまざ

まな地場資源を探し出すことが可能であり、このような地域資源を基にした、ユニークな
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観光商品やサービスを開発することが可能である。 

 

（５）地域の資源、つまり地域にあるものを基にしたポジティブなアプローチによって、住民

に地域への誇りが生まれる。このような誇りが地域活動へのオーナーシップにつながり、

さらにこのような活動が地域の価値をより高め、それが新たな誇りを生むという好循環を

生み出すことができる。 

 

（６）コミュニティ開発の活動は、その地域が観光客に対して観光地としての魅力を増し、競

争力を高めることにつながるものである。 

 

３－８ フォローアップ F/U 状況 

 なし。 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ プロジェクトの概要 

１－１－１ プロジェクトの背景 

ドミニカ共和国（以下、「ドミニカ」と記す）では、1960 年代より観光産業を開発優先分野

として、外国投資への優遇措置や観光インフラの整備といった積極的な観光開発政策を実施し

てきた。その結果、カリブ諸国最大の観光客数を誇る観光国へと成長し、2008 年には年間 398 

万人が同国を訪れている。フェルナンデス大統領は 2006 年に発表した「国家競争力強化計画」

で、観光産業を国家開発の牽引役として改めて位置づけ、地域住民を巻き込んだ官民連携によ

る地域観光開発の振興を表明した。全国の主な観光開発地域に 9 つの「観光クラスター」を設

置し、地域が主体となった持続的な観光開発への取り組みを本格化させている。さらに、2007

年に公布された「ムニシピオ法」（法律第 176-07 号）においてもムニシピオ（市にあたる地方

自治体）の権限が拡大され、官民協力による地域の観光振興でも市が重要な役割を果たすこと

が示された。 

これまでドミニカが積極的に奨励してきた大型ビーチリゾートホテル開発は、その多くが外

資によるオールインクルーシブ型と呼ばれる形態である。このホテルは、前払いのツアー料金

に部屋代や飲食代、エンターテインメント代が含まれていて、観光客がホテルの外に出ること

が少ない。こうした観光地とその周辺地域では、地域住民が観光活動に参加し利益を得る機会

が非常に限られている。そのため地域社会の側でも、観光産業は外部のもので地場産業という

認識が低く、観光を積極的に地域の開発に活用することができず、観光産業の発展と地域社会

の開発との間に大きな隔たりが生まれた。その結果、観光収益の海外への流出や、観光産業か

らの利益の集中が起こり、地域の経済社会構造を一層偏らせる結果を招いていることが指摘さ

れている。 

他方、日本は対ドミニカの援助重点分野として「貧困削減と格差是正」を掲げ、その重点プ

ログラムの「持続的な観光」として JICA を通じて、同国における持続的な観光開発への取り

組みを支援している。 

ドミニカの北部にあるプエルトプラタ県は、2008 年には年間約 56 万人の国際観光客が訪れ

る全国第 3 の観光地である。1970 年代に政府の積極的な観光開発政策と世界銀行の資金援助が

行われて、大型ビーチリゾート開発のためのインフラ整備が進められた結果、2000 年には同国

を訪れる観光客の約 30％、約 87 万人が訪れる観光地へと成長した。その一方で、外資中心の

観光開発は周辺地域をほぼ除外する形で進められてきたため、地域住民が十分に利益を受けら

れず、結果としてプエルトプラタ県の生活水準は全国平均以下にとどまっている。こうした状

況下、官民のステークホルダーが連携し、地元の特性や資源を十分活用して地域の発展に結び

つくよう、持続的な観光開発の枠組みを構築することへの支援が日本に対し要請された。 

本プロジェクトは、観光省（Ministry of Tourism：MITUR）と職業訓練庁（Instituto Nacional de 

Formación Técnico Profesional：INFOTEP）を実施機関としている。2 省庁を中心に、地域住民や

民間セクターを巻き込こみながら、地域資源を活用した観光商品やサービスを開発・普及する

ための体制づくりを行うことで、地域をあげての観光活動への参加による地域開発の仕組みを

構築することを目的としている。その経験を用いて他地域にも活用が可能な「持続的な観光地

域づくり」モデルの提言も行う。 
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１－１－２ 案件概要 

本案件の概要は、以下のとおりである。 

 

（１）上位目標 

観光開発地域とその周辺住民が、既存の観光産業と連携・共存しながら観光活動に参加

する機会を増やすことを通じて、生活レベルを向上させるとともに、持続的かつ豊かな観

光地域づくりが実現する。 

 

（２）プロジェクト目標 

官民協力により、地域資源を活用した観光商品・サービスなどの開発やプロモーション

が推進され、住民に裨益する持続可能な観光開発の仕組みが形成される。 

 

（３）アウトプット 

１） 対象地域において広く住民に裨益するような官民協力による観光開発運営体制が整

備される。 

２） 地元資源を活用した観光商品・サービスが開発される。 

３） 開発された観光商品・サービス等をプロモーションするための計画が策定され、実施

される。 

４） プロジェクト活動がモニタリングされ、国内の他地域に応用されるための観光開発モ

デルが提案される。 

 

１－２ 中間レビュー調査の目的 

 本調査の主な目的は、以下のとおりである。 

 

 これまでのプロジェクト成果、活動実績、投入実績、計画達成度をプロジェクト・デザイ

ン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）や活動計画（Plan of Operations：PO）に

基づき確認する。 

 評価５項目の観点からプロジェクトを評価し、合同評価報告書を作成する。 

 PDM の改定の必要性が確認された場合、PDM の内容について協議し、合意する。 

 

１－３ 調査団の構成 

 本調査団の構成は、以下のとおりである。 

 

担 当 氏 名 所属／役職 

総括／団長 上田 隆文 国際協力機構（JICA） 国際協力専門員 

協力企画 山口 綾子 
国際協力機構（JICA） 産業開発・公共政策部 産業・貿易課 

ジュニア専門員 

評価分析 本間 まり子 インテムコンサルティング株式会社 社会開発部 
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本レビュー調査は、上記日本側調査団 3 名とドミニカ側 6 名の評価委員による、合同評価で行

われた。ドミニカ側評価団員の構成については、以下のとおりである。 

 

Organization Name Position 

Ministry of Tourism 

（MITUR） 
Mr. Silfredo Miranda Economic Analyst, Technical Department, 

Mr. Ramon Romero Manager, Community Development Department 

Instituto Nacional de 

Formación Técnico 

Profesional 

（INFOTEP） 

Mr. Edgar Pimentel International Relations Manager, International 

Relations Department 

Mrs. Ondina Marte Project and Program Planners, Project Management 

Department 

Ministry of Economy, 

Planning and 

Development 

（MEPYD） 

Mr. Inocencio Garcia Director of Bilateral Cooperation, International 

Cooperation Department 

Mr. Ronaldo Torres Analyst of Bilateral Cooperation, International 

Cooperation Department 

 

１－４ 調査日程 

 本レビューの調査日程は、以下のとおり。 

・ 評価分析：2012 年 11 月 5 日（土）～25 日（金） 

・ 総括／団長、協力企画：2012 年 11 月 13 日（日）～25 日（金） 

 

 詳細なスケジュールは、以下のとおり。 

 

Date Schedule 

1 5-Nov Sat. Departure from Japan 

2 6-Nov Sun. Arrival at Santo Domingo 

3 7-Nov Mon. 

09:00 Meeting with JICA 

11:00 Meeting with MITUR  

15:00 Meeting with INFOTEP 

4 8-Nov Tue. 
Transfer to Puerto Plata 

15:00 Meeting with Project team 

5 9-Nov Wed. 

Meeting with C/P and Local Actors 

09:00 Meeting with INFOTEP 

11:30 Meeting with MITUR 

15:30 Meeting with el Cluster

6 10-Nov Thu. 

09:30 Meeting with UMPC Los Hidalgos（Coordinator） 

11:30 Meeting with UMPC Los Hidalgos（Mayor） 

14:00 Meeting with UMPC Villa Isabela（Coordinator） 

7 11-Nov Fri. 

09:00 Meeting with UMPC Imbert（Coordinator） 

11:30 Meeting with UMPC Luperon（Coordinator） 

15:30 Meeting with UMPC Guanancio（Coordinator） 
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8 12-Nov Sat. Organizing the information 

9 13-Nov Sun. Organizing the information 

10 14-Nov Mon. 

10:00 Meeting with UMPC VYP 

15:00 Meeting with UMPC Sosua 

（Coordinator） 

 

15:00 Mr. UEDA and Ms. YAMAGUCHI 

arrive at Puerto Plata  

11 15-Nov Tue. 

09:15 Meeting with the Project Team 

10:00 Courtesy Visit to INFOTEP 

11:30 Courtesy Visit to MITUR 

14:00 Introduction of the Project, Advance of the evaluation 

12 16-Nov Wed. 
Elaboration of Draft of M/M（if required, discussion with the project team, 

MITUR and INFOTEP） 

13 17-Nov Thu. 

AM:Elaboration of Draft of M/M（discussion with the project team） 

13:30 Departure from Puerto Plata 

14:30 Meeting with UMPC Altamira（Mayor） 

15:30 Meeting with UMPC Altamira（Coordinator） 

14 18-Nov Fri. 

09:00 Departure from Puerto Plata 

10:30 INFOTEP de Santiago（Gerente Region Norte） 

15:00 Pedro Garcia 

15 19-Nov Sat. Organizing the information 

16 20-Nov Sun. Organizing the information 

17 21-Nov Mon. 10:00 Joint Evaluation Committee, Modification of the Draft of M/M 

18 22-Nov Tue. 
10:00 Celebration of CCC, Sign on M/M  

14:30 Departure to Santo Domingo 

19 23-Nov Wed. 

09:00 Meeting with JICA DR Office, 

Meeting at Embassy of Japan in DR 

Departure from Santo Domingo 

20 24-Nov Thu. Heading to Japan 

21 25-Nov Fri. Arrival at Japan 

 

１－５ 主要面談者 

 本調査の主要面談者は、以下のとおりである。 

 

＜観光省（MITUR）＞ 

本部 

Lic. Radhames Martinez Aponte Vice-Ministro Tecnico（次官） 

Gustavo Vicart Analista Economico（アナリスト） 

Lic. Sigfredo Miranda Valenzuela Analista en Clasificacion Hotelera（アナリスト） 

北部地域事務所 

Ing. Elbin Polanco  Encargado de Empresas y Servicios Zona Norte（課長） 

Arg. Acalia Kunhardt Encda Del Departamente Planiacion, Control y Desarrollo（課長） 
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＜職業訓練庁（INFOTEP）＞ 

本部 

Ing. Ondina Marte Enc. Depto. Diseno y Formulacion de Planes y Proyectos 

Edgar Pimentel Yost Gerente de recursos Externos y Relaciones Internacionales 

北部地域事務所 

Lic. Arisleida Tineo Gerente, Gerencia Regional Norte（所長） 

北部海岸サテライト事務所  

Licda. Gladys Alvarez Encargada, Oficina Satelite Costa Norte 

（プエルトプラタ支所長） 

Ing. Romulo Jose Coari V Asesor, Capacitacion en Empresesas, Oficina Satelite Costa Norte 

（アドバイザー） 

Ing. Fior Daliza Gil Asesora, Capacitacion en COS y Comunications, Oficina Satelite 

Costa Norte（アドバイザー） 

 

＜地域力向上ユニット（Unidad Municipal para Parimonio Comunitario：UMPC）関係者＞ 

アルタミラ UMPC メンバー 

インベルト UMPC メンバー 

グアナニコ UMPC メンバー 

ソスア UMPC メンバー 

ビジャ・イサベラ UMPC メンバー 

ルペロン市 UMPC メンバー 

ロス・イダルゴス UMPC メンバー 

VYP（ビジャ・モンテジャノ、ジャシカ・アリバ、ペドロ・ガルシア）UMPC メンバー 

 

＜ローカルコーディネーション委員会（Comité de Coordinación Local：CCL）メンバー＞ 

プエルトプラタ観光文化クラスター 

Karen Santana Coordinadora, Proyect“Guestion Turistica basada en Recursos 

Culturales” 

Jakaira.E.CID Assistant Financiera, Proyecto“Guestion Turistica Basada en 

Recursors Culturales” 

UMPC 関係市の市長の代表 

Dr. Felix Ramon Sarita ロス・イダルゴス市長 

Cristobal Figencio Colon Bison  アルタミラ市長 

 

＜日本大使館＞ 

河野 通成 二等書記官 

 

＜JICA ドミニカ共和国事務所＞ 

小澤 正司 所長 

五味 誠一郎 所員 



－6－ 

鈴木 央 所員 

 

＜プロジェクト専門家＞ 

和田 泰志 総括 

青木 孝   副総括 

中川 圓 観光プロモーション・マーケティング 

白神 博昭 業務調整 

 

１－６ 中間レビューの方法 

本調査は、JICA 事業評価ガイドラインに基づき、プロジェクトの実績と実施プロセスの確認及

び、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の視点からの評価が行われた。 

 

《評価５項目》 

妥当性 
プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）

が援助プロジェクトの正当性・必要性を問う視点。 

有効性 

プロジェクトの実施により、目標がどれだけ達成され、本当に受益

者もしくは社会への便益がもたらされているのか（あるいはもたら

されるのか）を問う視点。 

効率性 
主にプロジェクトのコスト及び効果の関係に着目し、資源が有効に

活用されているか（あるいはされるか）を問う視点。 

インパクト 
プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や

波及効果、特に予期していなかった正・負の効果・影響をみる視点。 

持続性 
援助が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続していくか

（あるいは持続の見込みはあるか）を問う視点。 

 

 評価の手順などは以下のとおりである。 

 

（１）評価の手順 

はじめに、2009 年 9 月に討議議事録（Record of Discussions：R/D）で締結された PDM に

基づいて、評価デザインが作成された。評価のデザインについては、評価グリッド（付属資

料２）を参照。評価グリットに基づいて質問票が作成され、現地調査時に回収された。さら

に、現地調査において、プロジェクト関係者への面談並びに現地視察を通じて、情報及びデ

ータ収集が行われた。質問票調査及び面談は、カウンターパート（Counterpart：C/P）（MITUR、

INFOTEP）、プロジェクト専門家、CCL メンバー（プエルトプラタ観光文化クラスター、市

長の代表）、UMPC メンバーを対象に行われた（詳細は、１－５節の主要面談者リストを参

照）。収集された情報は、日本側評価委員によって取りまとめられ、その後評価委員全員で評

価が行われた。 

 

（２）データ収集・分析方法 

以下の方法を通じて、データの収集及び分析が行われた。 



－7－ 

１）既存の報告書・資料の解析 

本プロジェクトに関連してこれまで JICA が実施した調査報告書（詳細計画策定調査報

告書、運営指導調査報告書等）及び、プロジェクト側の報告書（業務進捗報告書、業務完

了報告書、自己評価報告書等）のレビューが行われた。 

２）現地調査結果の分析 

上記の文献調査結果に基づいて設計された評価デザインにより、現地調査が実施された。

プロジェクトからの追加情報として、主に UMPC の活動についての情報が収集され、回収

された質問票の回答とともに解析された。さらに、質問票の回答を補足するために、関係

者へのインタビューと現地視察が実施され、分析が行われた。合同評価委員会にはプロジ

ェクト専門家も参加し、随時、意見交換が行われた。UMPC の活動に関する調査結果は付

属資料３、面談記録については付属資料４を、それぞれ参照されたい。 
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第２章 プロジェクトの実績 
 

２－１ 投入実績 

 投入は、以下のようにおおむね計画どおり実施されている（詳細は、付属資料１の Annex 4 を

参照）。 

 

２－１－１ 日本側投入 

2009 年 12 月から 2011 年 10 月末までの日本側の投入は、次のとおりであった。 

 

（１）専門家派遣 

これまでに専門家 7 名（チーフアドバイザー、調整・組織開発、観光商品開発、観光プ

ロモーション・マーケティング、村落開発等）が派遣され、C/P と共に活動している。 

 

（２）機材供与 

本プロジェクトにおいて、ローカルコストに計上される消耗品以外の機材は供与されて

いない。 

 

（３）本邦研修 

本プロジェクトを通じて、1 名の INFOTEP 側の C/P が、本邦研修「地域参加型観光開発」

コースに参加している
1
。別途、集団研修を通じて、5 名の C/P（MITUR 3 名、INFOTEP 2

名）と、3 名の対象者（UMPC メンバー）が、観光開発関連の本邦研修コースに参加して

いる。 

 

（４）ローカルコスト 

プロジェクトのローカルコストとして、計 29,850 千円（約 12,787 千ペソ）が負担され

ている（付属資料１の Annex 4 参照）。この中には、3 名の現地採用コーディネーターと 1

名の総務アシスタントの傭上費用や、消耗品機材などが含まれている（1 ペソ＝2.33 円換

算）。 

 

 ２－１－２ ドミニカ側投入 

2006 年 12 月から 2011 年 10 月末までのドミニカ側の投入は、次のとおりであった。 

 

（１）C/P の配置 

上記期間に、延べ 19 名の C/P が配置され、通常業務との兼任でプロジェクト活動に従

事した。内訳は、MITUR 10 名（地方レベル 4 名
2
、中央レベル 5 名）、INFOTEP 9 名（地

方レベル 5 名、中央レベル 5 名）である。 

 

 

                                                        
1
 当初 MITUR 側からも 1 名（次官）が参加予定であったが、直前に参加予定者の都合によりキャンセルされている。 

2
 うち 1 名は、北部地域事務所にプロジェクト専任者として配属されたが、その当日に退職しており、実働実績はない。 
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（２）ローカルコスト 

ローカルコストとして、MITUR 側から、プロジェクト事務所に係るコスト（オフィスス

ペース、事務機器、維持管理費用等）、INFOTEP 側から、プロジェクト車両に関するコス

ト（車両、ドライバー、維持管理費用等）が、それぞれ投入されている。 

 

２－２ 活動実績 

 プロジェクト活動は、PDM と PO を柔軟に適用することで、ほぼ順調に行われている（実績の

詳細は、付属資料１の Annex 3 を参照）。 

 

２－３ アウトプットの達成状況 

 2011 年 10 月末時点での各アウトプットの達成状況は、以下のとおりである。 

 

（１）アウトプット１：対象地域において広く住民に裨益するような官民協力による観光開発運

営体制が整備される。 

＜指標＞ 

1-1 プエルトプラタ県の観光開発の状況や、観光開発運営体制のアクターとして想定されてい

る関係機関及び関係者の現状報告書が取りまとめられる。 

1-2 実効的な観光開発のためのワーキンググループが編成される。 

1-3 プロジェクト実施のため、各ワーキンググループごとの定期会議が、年間少なくとも 2 回

開催される。 

 

アウトプット１を達成するための活動は、以下のように計画どおり実施されている。 

・ プエルトプラタ県の観光開発や関係機関の現状に関する情報について「持続的観光開発に

係る報告書・資料インベントリ」が作成され、関係者に共有された。さらに、それに基づ

いて「統計資料からみた観光産業の現状分析」、「プエルトプラタ県のツアーオペレーター

についての分析」、「現状分析：土産物屋（民芸品）及び人材育成」及び「観光分野の現状

分析」が行われ、それぞれ報告書に取りまとめられた
3
。地域の関係者についても、地域資

源リストとして、ムニシピオ及びテーマごとにまとめられている。 

・ アウトプット２にある多くのワークショップやミーティングを通じて、各市の官民の関係

者を主体としたワーキンググループである UMPC が形成された
4
。2011 年 10 月までに、県

内全 9 市において結成され
5
、月最低 1 回以上定例会議を行っている。また、ワークショッ

プやセミナーを通じて、観光開発や組織力、その他の関連分野の能力強化が促進されてい

る
6
。 

・ UMPC 以外に、大学間連携、民芸品生産、組織間調整、観光専門家の 4 分野において課題

別ワーキンググループが形成されている。 

 

                                                        
3
 これらの報告書などの成果品の一覧は、付属資料３－（１）を参照。 

4
 各 UMPC の構成員の内訳は、付属資料３－（２）を参照。 

5
 UMPC の形成は必ずしも市（ムニシピオ）でひとつとしているものではなく、住民の主体性を重視した形で、柔軟に行われ
ている。例えばビジャ・モンテジャノ市では、プエルトプラタ市内にある特別区のジャシカアリバ市と、隣県サンチアゴ県
内の特別区であるペドロガルシア市と合同で、VYP として UMPC を形成している。 

6
 こうした県レベルのワークショップはミーティングの詳細については、付属資料３－（３）を参照。 
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（２）アウトプット２： 地元資源を活用した観光商品・サービスが開発される。 

＜指標＞ 

2-1 対象地域における地元資源に関する報告書を作成し、関係機関及び関係者間で共有され、

理解される。 

2-2 観光産業のニーズやマーケット（需要）に係る報告書が作成される。 

2-3 各ムニシピオ単位で、観光商品・サービス等が少なくとも 2 つ以上特定される。 

2-4 アクションプラン（行動計画）が策定される。 

2-5 パイロットプロジェクトが少なくとも 9 つ以上実施される 

 

アウトプット２を達成するための活動は、以下のように計画どおり実施されている。 

・ 各市の関係者が参加した計 8 回の地域資源再発見ワークショップを通じて、地域住民が重

要だと感じ誇りをもつような地域資源が発掘された。その結果は「地域資源票」や「地域

資源マップ」として取りまとめられ、関係者に共有されている
7
。またこれらの活動を通じ

て、上記のように各市に UMPC が設立された。 

・ また、観光産業に関するニーズやマーケット調査として、「統計でみるプエルトプラタ観

光産業の現状 参考統計資料収集」、「顧客満足度調査」、「ムニシピオレベルの観光力の基

礎データ収集」、「簡易交通量調査」等が実施され、それぞれ報告書が作成されている。 

・ これらの収集された情報に基づいて、各 UMPC において、オンリーワンの資源に基づいた

観光商品もしくはサービスが 2 個以上選定された
8
。さらに、それらの商品やサービスの開

発とプロモーションを目的としたパイロットプロジェクトが計画され、実施が始まってい

る。 

・ プエルトプラタ県の「持続的な観光開発モデル構築」のためのアクションプランが作成さ

れた。このアクションプランは、パイロットプロジェクト活動の結果のフィードバックを

行い、最終的にアウトプット４のガイドラインとして適用される予定である。上記パイロ

ットプロジェクトは、このアクションプランの一部となっている
9
。 

 

（３）アウトプット３：開発された観光商品・サービス等をプロモーションするための計画が策

定され、実施される。 

＜指標＞ 

3-1 プロモーション計画が策定される。 

3-2 プロモーション計画のうち 50％以上が実施される 

 

アウトプット３を達成するための活動は、以下のように計画に柔軟に対応しながら実施されて

いる。 

・ 観光プロモーションに関する活動は、アウトプット２にあるパイロットプロジェクトに含

まれており、観光商品・サービスの開発と併せて実施されている。 

・ 観光プロモーションを目的とした、数々の観光フェア（展示会）やワークショップが開催

                                                        
7
 地域資源マップは、付属資料３－（４）を参照。 

8
 選定された観光商品・サービスは、付属資料１の Annex 5-（1）を参照。 

9
 アクションプランは付属資料３－（５）、各 UMPC の PO は付属資料３－（６）を参照。 
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され、各市及びプエルトプラタ県としての、アイデンティティを高める取り組みが行われ

ている。また、市ごとのブランド構築に向け、UMPC ごとの｢オンリーワン｣に基づいたバ

ナーやカレンダーなどが作成されている。 

・ 県レベルの地域ブランド構築のための布石として、地域の大学生が県のさまざまな魅力に

ついて紹介する情報誌「Ta’To’」が、プロジェクトの支援を通じて創刊された。 

 

（４）アウトプット４：プロジェクト活動がモニタリングされ、国内の他地域に応用されるため

の観光開発モデルが提案される。 

＜指標＞ 

4-1 プロジェクト活動のモニタリング・評価報告書が、年間少なくとも 1 部作成される。 

4-2 ガイドブック（ガイドライン）が策定される。 

4-3 提言が策定され、関係機関及び関係者に共有される。 

 

アウトプット４を達成するための活動は、以下のように計画どおり実施されている。 

・ プロジェクトの進捗は、「プロジェクト事業進捗報告書」の作成を通じて、年に 2 回確認

され、報告されている。 

・ アウトプット２で作成されたアクションプランが、ガイドブック（ガイドライン）の素案

として位置づけられており、パイロットプロジェクトの結果がフィードバックされ、最終

的なガイドブック（ガイドライン）として編集される予定である。 

 

２－４ プロジェクト目標 

プロジェクト目標：官民協力により、地域資源を活用した観光商品・サービスなどの開発やプ

ロモーションが推進され、住民に裨益する持続可能な観光開発の仕組みが

形成される。 

＜指標＞ 

1. 観光開発や観光マネジメントの仕組みに、全プロジェクト対象地域のなかで 10 の異なる組

織が加わる。 

2. 本プロジェクトにより 9 以上の観光商品やサービスが開発される。 

3. アクションプランが策定され、10 以上のプロモーション活動が行われる。 

4. 観光開発モデルの提言がまとめられる。 

 

プロジェクト目標を達成するための指標は、以下のように順調に満たされつつある。 

・ 観光開発及びプロモーションにかかるローカルワーキンググループとして、プエルトプラ

タ県内 9 市において UMPC が設立されている。各 UMPC は、市役所、地域企業、NGO、

町内会などの官民による 13 以上の関係組織から構成されている。プロジェクトでは、こ

れらの９つの UMPC による県レベルのネットワークの設立にも取り組んでおり、これまで

に県レベルのフェア（展示会）やワークショップが開催されている。 

・ 各 UMPC は、各地域のオンリーワンの資源による 2 つ以上の観光商品もしくはサービスを

選定しており、その開発やプロモーションに取り組むパイロットプロジェクトが計画され、

プエルトプラタ UMPC 以外の 8 つの UMPC で実施が始まっている。 
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・ これらのパイロットプロジェクトは、観光開発モデル開発のために策定されたアクション

プランの一部に位置づけられている。このアクションプランは、パイロットプロジェクト

の結果がフィードバックされ、最終的に、持続可能な観光開発の仕組みのためのガイドブ

ック（ガイドライン）として、位置づけられる予定である。 

 

２－５ 上位目標の達成見込み 

上位目標：観光開発地域とその周辺住民が、既存の観光産業と連携・共存しながら観光活動に

参加する機会を増やすことを通じて、生活レベルを向上させるとともに、持続的か

つ豊かな観光地域づくりが実現する。 

＜指標＞ 

1. プロジェクトによって開発された観光活動により、地域住民の観光産業への参加が促進され、

収入が増加する。 

2.（県内の）すべてのムニシピオにおいて、観光活動が増加する。 

 

現時点で、上位目標の達成見込みについて判断するのは時期尚早ではあるものの、プロジェク

トでは、UMPC メンバーが既存の観光産業との関係性を構築や、ビジネスとしての観光開発等、

上位目標達成に向けた取り組みを始めている。 

 

２－６ 実施プロセス 

 プロジェクト活動は、特に大きな問題なく実施されている。特記事項としては以下のとおりで

ある。 

 

＜プロジェクトのマネジメント＞ 

・ プロジェクトは 2 つの C/P 機関との連携により実施されているが、プロジェクト事務所で

の月に 2 回の定例ミーティングをはじめ、モニタリングや報告が頻繁に行われることで、

スムーズに活動が実施されている。関係者間の関係性も非常に良好である。 

・ プロジェクトでは、PDM と PO を柔軟に活用することで円滑な活動実施を行っている。し

かし、本来密接に関連しているはずの観光商品の開発とそのプロモーションが、成果の２

と３で別々に計画されていることで、活動実施に不便が生じている
10
。 

・ プロジェクト開始当初は、プロジェクト活動と JICA 本部による理解に乖離がみられたが、

2011 年 7 月に実施された運営指導調査以降、改善している。 

 

＜C/P 機関の関与やオーナーシップ＞ 

・ 現在配置されている C/P は全員、通常業務との兼任体制である。しかし、特に本邦研修へ

の参加を通じて、プロジェクトが目標としているモデルの必要性を理解し、プロジェクト

活動に熱心に取り組んでいる。また、両機関ともに、専任の C/P の必要性を認識しており、

来年度以降に配置予定となっている。 

・ C/P の関与に関して、上記のように、ローカルレベルでの両 C/P 機関の協力体制が構築さ

                                                        
10

 本レビュー調査を通じて、PDM の修正を提言している。４－１を参照。 
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れる一方、MITUR の本部の参加の度合いが低いことがすべての INFOTEP 関係者から指摘

されている。また、プロジェクト開始から現在まで、ほとんどの C/P が継続してプロジェ

クトにかかわってきているが、2012 年 5 月に予定されている国政選挙の結果によっては、

C/P（特に MITUR）の人事に影響が出ることが予想されている。 

 

＜UMPC 活動＞ 

・ プロジェクト関係者は、ターゲットグループである UMPC メンバーの自主性を尊重し、彼

らのペースに合わせた活動を行うことで、活動への熱意やオーナーシップを醸成している。

こうした UMPC メンバーの積極的な活動への参加が、プロジェクト目標達成の促進要因に

なるとともに、参加者へのプラスのインパクトを生じさせている。 

・ ワーキンググループを市レベルで設立したことで、より地域のニーズや状況に即した観光

開発モデルの形成が可能になっている。またそれにより、参加者たちのオーナーシップや

参加意欲が促進されている。さらに、この UMPC 活動がビジネスに結びつくことで、活動

の促進要因となっている。 

・ 各市よって、UMPC への参加組織は多様であるが、市役所（特に市長）が積極的に関与し

ている UMPC では、活動がよりスムーズに実施できるとして、市長の理解促進の重要性が、

UMPC メンバーたちにより指摘されている。例えば、UMPC メンバーでもある市役所職員

が本邦研修に参加したルペロン UMPC では、市の予算による UMPC の専従スタッフが雇

用されるなど、積極的な UMPC 活動が展開されている。 

・ UMPC 活動の対象地域以外の近隣地域への反響があるなかで、既にマイモン特別区での

UMPC は設立され、支援活動が行われている。しかし、今後、更に新たな UMPC の設立や

活動への支援を行っていくことは、市レベルの活動への比重が増していくため、県レベル

の仕組みづくりをめざしているプロジェクト目標の達成への阻害要因になりかねないと

懸念される。 

 

＜UMPC のジェンダー配慮＞ 

・ UMPC メンバーの構成は、それぞれ異なっているが、多くの UMPC においては、各市の多

様な関係組織を網羅するには至っておらず、メンバー構成にも多少偏りがみられる。例え

ば、プロジェクトでは、各市の女性省や女性グループに働きかけを行ったり、メンバー選

定時にジェンダーバランスについて留意がなされる等、ジェンダー配慮が行われてきてい

るものの、UMPC の女性メンバーの比率は、半数を超えている 2 市以外は、3 割ほどに限

られている
11
。UMPC の役員や代表についても、女性が多数を占める 2 市以外は、男性が

占めている。参加組織の多様性についても、女性省や女性グループなどの参加がある UMPC

がある一方、女性たちの声を直接反映できるような組織が含まれていない UMPC もみられ

る（ルペロン UMPC 等）。 

・ それぞれの市の特徴に応じて、メンバーたちの自主性を尊重した組織構成や活動を実施す

る点が、本プロジェクトアプローチの特徴かつ有効な側面であるものの、女性や移民など、

地域のマイノリティを含む多様な市民の声を反映するような組織の参加を促進すること

                                                        
11

 UMPC メンバー構成については、付属資料３－（２）を参照。 
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で、プロジェクトの便益が一部の特定の人々に偏らないように、配慮の必要性がみられる。

多くの UMPC は、構成メンバーの多様化の必要性を認識しており、フェア（展示会）や

UMPC 設立記念セレモニーなどの外部向けの活動や、メンバーによる広報活動を通じて、

所属組織やメンバーの増加に取り組んでいる。また、メンバー加盟はオープンとなってお

り、随時追加加入が行われている。 
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第３章 評価結果 
 

３－１ 評価５項目による評価結果 

 ３－１－１ 妥当性 

以下の理由により、本プロジェクトの妥当性は高いと判断される。 

 

＜プロジェクト実施の必要性＞ 

・ 対象地域であるプエルトプラタ県は、1980 年以降、典型的なビーチリゾート観光地域と

して発展してきたが、2008 年以降観光客が大幅に減少しており、雇用の創出を伴う産業

育成や能力強化が必要な状況である。 

・ 一方で、これまでの観光産業の利益は近隣のコミュニティにいきわたっていなかったた

め、対象地域に裨益した形での新しい観光開発のモデルづくりへのニーズが高い。本プ

ロジェクトは、地域の資源を用いて地域住民が観光活動に参画する機会をもち、それを

既存の観光産業と連携させることによって、住民の生活レベルの向上を伴う豊かな観光

地域づくりを目標にしており、対象地域の住民たちのニーズにも合致している。 

・ 上記のような状況下、オルタナティブな観光開発の仕組みや、そのための人材育成方法

を模索していた MITUR と INFOTEP のニーズにも、本プロジェクトの目的は合致してい

る。特に MITUR においては、「国家エコツーリズム開発調査」において、類似の参加型

のアプローチを採用しており、そこで策定されたストラテジックプラン（計画）を実践

に移す機会としても、本プロジェクトは適切であると考えられている。 

 

＜優先度＞ 

・ 2006 年の「国家競争力強化計画」において、観光産業はドミニカにおける最重要産業の

ひとつであり、「経済・社会開発の牽引役」と位置づけられている。また、2030 年まで

の「国家開発計画」において、官民連携や地方自治体との協力体制、コミュニティの巻

き込みなどを具体的な活動とした、持続性の高い観光産業の重要性が明記されている。 

・ さらに、2007 年の地方自治体の役割を拡大する法律（176-07 号）により、開発におけ

る地方自治体の重要性が示され、官民協力により地域観光開発が模索されている。 

・ JICA においては、国別事業実施計画で設定されている 3 つの重点分野のうち、貧困削減

手段として、観光開発が位置づけられている。 

 

＜手法としての適切性＞ 

・ 地域の官民双方からのさまざまな関係者による市レベルでのワーキンググループ

（UMPC）活動は、上記のように、これまで観光開発の便益へのアクセスのなかったコ

ミュニティの人々が観光開発の主体となり、ボトムアップによる、対象地域の状況や人々

のニーズや状況に即した観光開発の仕組みづくりを可能にしている。 

・ プロジェクトが採用している市レベルのワーキンググループ（UMPC）を通じた取り組

みは、地方自治を推進する政策に合致しているだけでなく、活動への政治的影響を排除

することにも成功している。さらに各市にグループをそれぞれ設立したことで、主要都

市優位になっていた地域間格差の解消が可能となっている。 
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・ しかし、プロジェクトデザインとしては、同一のサイクル（マーケティング・サイクル）

であるはずの観光商品・サービスの開発と、プロモーション計画の策定・実施が、成果

２と３に分かれている状態であり、プロジェクトのスムーズな実施を妨げている。 

・ 一村一品活動などの日本における経験が有効に活用されており、日本による支援の優位

性が高い。 

 

＜ターゲットグループの選定の適切性＞ 

・ プロジェクトの対象者である UMPC は、プロジェクト開始当初に連続して実施された地

域資源発掘ワークショップの参加者であった、各市の官民の多様な観光関係者から構成

されており、選定は適切であると判断される。各 UMPC の構成は、それぞれ異なってい

るが、各市のすべての関係者の声を反映するには至っておらず、また、女性の参加が限

られる UMPC がみられる。しかし、現在活動を通じて、参加組織の増加が促進されてい

る。 

・ 今後、グループがビジネス活動を行っていくうえで、その実施と平等な分配を行うため

に、各 UMPC の法人化が必要であり、プロジェクトを通じてその取り組みが進められて

いる。 

 

３－１－２ 有効性 

 以下の理由により、本プロジェクトの有効性は高いと判断される。 

 

＜プロジェクト目標の達成度＞ 

・ プロジェクト目標を達成するためのアウトプットは、順調に達成されつつある。プロジ

ェクトの残りの期間において、県レベルのネットワークの設立等、新たな観光開発の仕

組みづくりに向けた県レベルの取り組みが推進されていくことで、プロジェクト目標の

達成が見込まれる。 

・ プロジェクト関係者は、UMPC メンバーの自主性を尊重し、彼らのペースに合わせた活

動を行うことで、活動への熱意やオーナーシップを醸成している。こうした UMPC メン

バーの積極的な活動への参加が、プロジェクト目標達成の促進要因となっている。 

 

＜因果関係＞ 

・ 数多くのワークショップやミーティングを通じて、UMPC メンバーの地域に対するアイ

デンティティや誇りの醸成が促進され、それが UMPC の組織強化やメンバーの能力強化

に結びついている。またそうした活動を通じて発掘された地域ごとの資源が、プロジェ

クトで開発しプロモーションしていく観光商品やサービスに直接的に結びついている。

さらに、それらを推進するために作成されたアクションプランが、最終的には、プロジ

ェクトが目標としている観光開発モデルのガイドラインに位置づけられている。このよ

うに、プロジェクトが採用しているアプローチは非常に効果的に機能している。 

・ プロジェクトは、アウトプット１の達成（資源の抽出、UMPC の組織化、能力強化） 

アウトプット２、３の達成（UMPC によるパイロットプロジェクトの実施を通じた、観

光商品とサービスの開発及びプロモーション） アウトプット４の達成（観光開発の仕
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組みづくり）という、各アウトプットを段階的に達成していくことで、プロジェクト目

標が達成される仕組みとなっており、それぞれの活動が効果的に行われることで、相乗

効果として、成果の達成度が高まるデザインになっている。 

・ UMPC 活動は、プロジェクト目標達成の大きな促進要因となっている。さらに UMPC 活

動は、対象地域以外の近隣地域での反響を呼んでおり、既にマイモン特別区では、地域

の人々の要望に基づき、プロジェクトの支援を通じて UMPC が設立されている。しかし、

今後、さらに新たな UMPC の設立や活動への支援を行っていくことは、市レベルでの活

動の比重が増えるため、県レベルの仕組みづくりをめざしているプロジェクト目標の達

成への阻害要因になりかねないと懸念される。 

・ 外部要因として設定されている観光産業の状態は、今のところ大きな変化はみられない。

また、同じく外部要因として想定されている C/P の配置に関しても、プロジェクトの開

始以降、ほとんどの関係者が異動なくプロジェクトにかかわっている。しかし、2012 年

5 月に実施予定の国政選挙の影響を、C/P 人事（特に MITUR）が受ける可能性が懸念さ

れている。 

 

 ３－１－３ 効率性 

以下の理由により、本プロジェクトの効率性は比較的高いと判断される。 

 

＜投入内容＞ 

・ ２－２節のとおり、プロジェクトの活動は、おおむね計画どおり実施されている。 

・ ２－１節のとおり、プロジェクトに係る投入は、ほぼ計画どおり実施されている。現在、

MITUR・INFOTEP 共に C/P は通常業務との兼任として配置されている。しかし、両機

関ともに専任の職員配置の必要性の認識しており、MITUR ではその手続きを開始してい

る。一方の INFOTEP は、現在配置されている職員 1 名が専任となることが既に決定し

ており、翌年度の予算確保が終了している。 

 

＜促進・阻害要因＞ 

・ プロジェクトが雇用している現地コーディネーター（2 名）による、UMPC 活動への緻

密なサポートが、UMPC 活動の促進要因になっている。 

・ プロジェクトを通じて 1 名の INFOTEP の C/P（長官）が本邦研修に参加したが、研修後、

プロジェクト活動への重要性への認識が高まり、より積極的な関与が行われるようにな

っている。別途、集団研修の枠を通じて 8 名の関係者が日本での研修の機会を得ている。

これらの研修は、プロジェクト関係者の案件への理解や意欲を高め、効果の発生を促進

する要因となっている。 

・ 上記のとおり、C/P の投入について、2012 年 5 月の実施予定の国政選挙の影響が懸念さ

れている。 

 

 ３－１－４ インパクト 

本プロジェクトにおいて、これまでに以下のようなインパクトがみられた。 
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＜上位目標の達成見込みとその因果関係＞ 

・ ２－５節のとおり、上位目標の達成見込みについて述べるのは時期尚早ではあるものの、

プロジェクトでは、UMPC メンバーと既存の観光産業との関係性を構築や、UMPC 活動

を通じたビジネスとしての観光開発等、上位目標達成に向けた取り組みが始められてい

る。 

・ プロジェクトが採用している UMPC を通じた取り組みを通じて、地域住民の参加と活動

を通じた収益の獲得が促進されている。UMPC は、プエルトプラタ県内全 9 市において

形成されており、こうした UMPC の活動が既存の観光セクターと連携し、県レベルで機

能することで、上位目標が達成されるというロジックになっている。 

・ ドミニカにおいては、2012 年に国政選挙、2016 年には国政及び地方選挙（市長選挙など）

が予定されており、こうした選挙による C/P 機関や UMPC の体制への影響が懸念されて

いる。 

 

＜波及効果＞ 

プロジェクト活動を通じて、以下のような波及効果が生じている。 

（プラスの効果） 

・ プロジェクトを通じて習得された技術は、両機関の C/P たちの通常業務にも適用されて

いる。また、プロジェクトを通じて地域社会に関する知識やポテンシャルを習得すると

ともに、地域の観光関係者やコミュニティの人々との関係性が構築されたことで、C/P

たちの業務の幅が広がっている。 

・ INFOTEP は、プロジェクトを通じて確立されたコミュニティレベルの人材育成手法を活

用して、新しい地域人材資源開発計画プログラムの実施を計画している。また、INFOTEP

内での観光分野の業務の重要性が増している。 

・ UMPC を対象にした活動（特に地域のオンリーワン資源の発掘）を通じて、コミュニテ

ィの人々の地域のアイデンティティや誇りが醸成されている。また、組織強化を通じて、

メンバーの能力強化やリーダーシップの醸成、観光ビジネスへの意欲が促進されている。 

・ 市役所や市長が UMPC に深くかかわっている地域では、UMPC 活動が市の行政に反映さ

れている地域がある。たとえば、ルペロン市では、市の計画担当者が UMPC の責任者で

あり、開発計画に一部適用しようとしている。さらに、市の予算で、常駐の UMPC スタ

ッフを雇用し始めている。 

・ 県レベルでのプロジェクト活動を通じて、市境を超えた UMPC 間の関係性の構築や情報

の共有が図られるようになっている。また、こうした UMPC の活動は、既に他の地域（マ

イモン特別市）に波及しており、マイモン UMPC の活動が始まっている。 

・ 既存の県レベルの観光関係者から成る観光文化クラスター
12
は、プロジェクトのワーク

ショップなどの活動参加を通じて、プロジェクト活動への理解を促進するとともに、ア

プローチやマネジメント方法などを習得し、自身の取り組みにも適用している。 

 

 

                                                        
12

 現在プロジェクトの CCL のメンバーでありプラタ市の UMPC メンバーにもなっている。 
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（マイナスの効果） 

・ マイナスというほどではないが、UMPC の活動に対して、コミュニティの人々からの期

待があまりに大きくなってきているため、今後対応できないことで、期待が失われる危

険性があると複数の UMPC メンバーが感じている。 

 

 ３－１－５ 持続性 

プロジェクトの持続性を担保する取り組みは、以下のようになっている。 

 

＜政策・制度面＞ 

・ 観光の重要性と「地域住民を巻き込んだ官民連携の観光開発促進」を明記している「国

家観光競争力強化計画」は 2020 年までの中期計画に位置づけられている。さらに、2030

年までの国家開発計画において、官民連携によるコミュニティを巻き込んだ形での観光

産業のための取り組みの重要性が明記されている。 

・ さらに、2007 年の地方自治体の役割を拡大する法律（176-07 号）により、開発におけ

る地方自治体の重要性が示されており、官民協力により地域観光開発の実践方法が模索

されている状態であり、プロジェクトが形成するモデルが適用される可能性がある。こ

のほかにも、非営利組織設立に関する法律（122－05 号）や共同組合設立に関する法律

（127－64 号）等の既存の法制度や政策に関連して、プロジェクトが取り組んでいる仕

組みの制度化が模索されている。 

 

＜組織・財政・技術面＞ 

（MITUR） 

・ MITUR 設立法第 2 章第 4 条「MITUR の目的と機能」において、MITUR が民間セクター

と協調し、公共セクターのプログラムを通して観光振興する必要性が明記されている。 

・ MITUR では、地域事務所に配置の、専従のプロジェクト C/P の予算を獲得し、人材を一

度派遣した経緯があった。配置された人材は、配置当日に退職してしまったが、その後

任としての C/P 配置のプロセスは、既に始まっている。その人材は、プロジェクトから

の技術移転を受けたあとで、プロジェクト終了後も、プロジェクト活動を継続して実施

することが期待されている。 

 

（INFOTEP） 

・ INFOTEP では、プロジェクト活動を通じて習得された技術（参加型ワークショップの実

施手法、調査手法、データの整理・分析法、民芸品生産者への指導方法）が、既に通常

業務で活用されている。 

・ また、プロジェクトを通じて確立されたコミュニティレベルの人材育成手法を活用して、

新しいコミュニティ人材資源開発計画プログラム（いろどりの人）の実施が、計画され

ている。 

・ 2012 年度以降、現在兼任となっている C/P（1 名）がプロジェクトへの専任として配置

され、プロジェクトを通じた技術移転を担っていく予定である。 
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（UMPC） 

・ UMPC は、官民双方からの多様なメンバーによる構成とすることで、選挙などの政治的

影響を回避し、活動の持続性を高めている。 

・ UMPC の財政面に関しては、最終的には UMPC が、ビジネスを通して得られる利益で活

動を継続できるようになることをめざし、プロジェクトによる投入は必要最小限に抑え

られている。そのため、各 UMPC では、市による協力（例えばルペロン UMPC）や、協

賛企業による出資促進（たとえば、ソスア UMPC の料理フェア）、政府組織への働きか

け（例えば VYP における植林活動）といった、自主的な財政確保の取り組みが行われて

いる。今後パイロットプロジェクトを通じたビジネス活動を通じて、財政力が担保され、

活動の持続性が強化されていくことが期待されている。 

・ UMPC 活動を通じて、専門家主導ではない、コミュニティの人々の自主性を尊重し学び

のプロセスを重視した観光商品・サービスの開発やプロモーションが行われている。そ

のプロセスを通じて、パイロットプロジェクトの成功（選定されている商品やサービス

のビジネス展開）の可否にかかわらず、UMPC メンバーを中心とした技術の定着が可能

になると考えられる。 

・ 今後持続性を担保するために、UMPC の連合体の設立といった県レベルの観光モデルの

完成が完成することや、県レベルの既存の関係者と、UMPC 連合体の同等な関係性の構

築に取り組むことが重要である。また、UMPC の法人格の取得に向けた取り組みが必要

である。 

・ 2012 年 5 月の大統領選挙による MITUR の人事への影響が懸念されるなかで、MITUR と

は異なるツールを通じた、プロジェクトによって形成される仕組みの普及方法が模索さ

れている。例えば、既存のネットワーク（全国市長連合会、北部地域市長連合会）や、

国際連合開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）が支援して各地につ

くられている地域経済振興機関（Local Economic Development Agency）、プロジェクトに

よる県知事や地域開発関係者のネットワークなど）を通じて、プロジェクトによる観光

開発モデルが普及される可能性が考えらえており、今後プロジェクト活動を通じて試行

されていく予定である。 

 

３－２ 結論（団長所感） 

＜時宜を得たプロジェクト＞ 

プエルトプラタは北米・ヨーロッパからの観光客に「オールインクルーシブ型」のリゾート観

光地として人気があった。しかし、今や国内の東部地域をはじめ周辺各国の同様なリゾート観光

地からの競争も激しく観光客数は減少傾向にあるため、この地域の観光産業の競争力を再度高め

るためには新しい顧客価値を創造する必要に迫られていた。また、このような形態の観光産業は

周辺経済とのつながりが希薄で、周辺地域住民の裨益がほとんどない状況であったため、政府も

地域住民に裨益する持続的な観光を奨励する方針を示していた。これらの課題を解決するための

試みは既に行われていたものの、それまでのアプローチでは目に見える成果を上げることができ

ない状況であったようで、本案件はこのような観光産業と周辺住民のニーズを同時に満たし得る

ものとして、関係者に受け入れられたもようである。 
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＜UMPC という組織＞ 

本案件で最も特徴的な点は、UMPC という形で各市（ムニシピオ）に結成された官民連携組織

の参加者の熱意である。地域の資源を発見あるいは再発見することで、住民たちが「わが町」を

再認識し、それがやがては観光資源となって収入向上やひいては地域経済の活性化にもつながっ

ていく、まさに日本でも行われている「村おこし」・「町おこし」のノウハウを活用としたものと

いえよう。プロジェクトという形で外部者のかかわりが触媒となって、観光という視点からそれ

まで気が付かなかったさまざまな資源を発掘することにより、それが「わが町」に対する誇りに

もつながっているという。そしてその誇りが自信につながることにより、更なる活動につながる

という好循環が生まれつつある様子である。UMPC は市全体を更に良くするコミュニティ活動も

行うようになっており、これらは観光開発を目的とするプロジェクトの範囲を超えているため特

にプロジェクトからの支援は行われていないようだが、このような活動が観光地としての市の価

値を上げるものであると同時に、それをを自主的に行うこと自体が参加者のオーナーシップの証

ともなっている。各市にはプロジェクト以前からも既に非政府（間）組織（Non-Governmental 

Organization：NGO）、生計向上グループ、町内会といったさまざまな組織が存在し、それぞれの

活動を行っていたという状況があったようだ。UMPC はそれらを統合するちょうどよいきっかけ

となったようだ。 

 

＜一村一品との対比＞ 

このような状況は、JICA がアジア、アフリカ、中南米地域各国で支援をしている一村一品運動

の発祥地である大分県の運動開始時の状況とも対比できよう。大分県が一村一品運動を県全体で

提唱する以前からも大山町での「NPC 運動」
13
、観光地湯布院でのまちづくりの動き、農村地域で

進められていたグリーンツーリズム活動など、さまざまな試みが行われていた。これらを更に奨

励し、県内各地に広めたのが一村一品運動であった。同様に、プエルトプラタ県内あるいは周辺

自治体で既に問題意識をもった組織がさまざまな活動を行っており、これらを「地域資源」とい

う観点から市単位で統合したものが UMPC である。さらに、「一村一品」という意識はなかった

としても、大分県の一村一品運動の三原則である①ローカルにしてグローバル、②自主自立・創

意工夫、③人づくりのそれぞれを既に実践しつつあることも印象的である。 

① 「ローカルにしてグローバル」は、「オンリーワン」の資源発掘とそれによる観光産品・サ

ービス開発という形で進められている。 

② UMPC は「自主自立」の組織として機能しつつあり、「創意工夫」を実践しようとしている。 

③ プロジェクトでは当初から INFOTEP を C/P 組織の 1 つとし、研修・セミナー・ワークショ

ップ・会議とさまざまな形で実践を通じたオンザジョブ・トレーニング（On-the-Job 

Training：OJT）も含めた形で「人づくり」を進めている。見方によっては、UMPC の形成

過程やさまざまな活動、組織としての課題克服といった UMPC レベルでの諸活動自体が参

加者にとっての「人づくり」となっている。 

さらに、住民たちの「わが町（市）」への誇りを醸成しそれが行動にもつながっていくという、

まさに「運動」となりつつあることも特徴的であろう。このように「運動」となり得たのは、本

                                                        
13 NPC 運動とは、1961 年（昭和 36 年）に大分県日田郡大山村で始まった、一村一品運動の原型ともいうべき運動である。第

1 次 NPC（New Plum and Chestnuts）運動では「ウメ、クリの増産」に取り組み、65 年（昭和 40 年）スタートの第 2 次 NPC
（New Personality Combination）運動では「心も豊かな人づくり」、69 年（昭和 44 年）の第 3 次 NPC（New Paradise Community）
運動では「理想の農村づくり」をめざした。 
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件が通常の案件のようにターゲットグループの弱みではなく、もっている強み（＝資源）を出発

点としているからであろう。本案件は、これまであまりなかった一村一品運動的な観光案件の事

例として、今後も注目すべきものであると考える。 

 

＜専門家たち＞ 

この案件は日本による支援の特徴である現場を大事にする姿勢が効果を上げている事例とい

える。特にプロジェクトの専門家たちの取り組み姿勢が適切である様子である。レビューの質問

票で、ある UMPC のリーダーがこのように表現している。 

「彼らは非常にオープンで、透明性がある、センシティブで共感のもてる言動をしている。

また、彼らは政治的な言動はないし、主役になりたがったり葛藤を引き起こすことがない。」 

専門家たちの話からも、UMPC メンバーの自主性を引出すように心掛けている様子がうかがわ

れた。 

 

＜今後の課題と展望＞ 

地域資源を基に観光産品・サービスを開発し、それが観光客に対する新しい顧客価値となって

いき、既存の観光産業に新しい競争力を生んでいく、そして住民側にとっても既存の観光産業が

新しい顧客を提供してくれるという可能性がある。このような双方にとって利益のある「ウィン

ウィン」の関係を構築することができるであろう。このような関係構築の可能性は十分あるもの

の、両者が対等な形での連携ができるかどうかは、今後の重要な課題のひとつであるといえよう。

そのためにも、県レベルでの UMPC 連合のような組織が重要で、このような組織が機能できるよ

うになるかということが、本案件の今後の最も大きな課題のひとつである。また、既存の観光業

者に限らず、新たなマーケティング・チャンネルを獲得すべく今後のプロモーション活動も重要

な課題となる。 

本案件では「住民に裨益する持続可能な観光開発の仕組みが形成される」ことをめざしており、

その仕組みがこの地域で持続的に発展していくことが期待されている。さらにこの地域で形成さ

れた仕組みが「モデル」となって、他地域にも広がっていくことも想定されている。2 つの C/P

機関のうち特に MITUR については 2012 年 5 月に行われる大統領選挙及び国レベルの議員選挙に

より人員が刷新される可能性が高いため、本案件の持続性や他地域への普及について懸念されて

いる。しかし、このような政治行政制度は外部者にとって受け入れざるを得ない現実であり、そ

の現実を踏まえたうえでどのような対応ができるのかを今後も模索する必要があろう。まず政策

面では「国家開発計画 2010～2030 年」の競争力・持続性の高い観光産業に向けた取り組みとして

官民連携、地方自治体との協力体制、コミュニティの巻き込み、ソーシャル・キャピタルの向上

など本案件が具体的に取り組んでいる事項が明示されている。さらに、国家観光競争力強化計画

においても、競争力の高い観光産業にはコミュニティの巻き込みと人材育成が重要として新たな

地域連携モデルの実現が謳われており、MITUR の人員が交代したとしても、全体的な方向性が変

更されることは考えられない。既にプロジェクトでは北部地域や全国レベルの市長会や、UNDP

が支援して各地につくられている Local Economic Development Agency（地域経済振興機関）等と

いった他地域への広がりを期待できるルートがいくつか模索されつつある。全体として政府の政

策に沿ったものであるため、実質的に地方での関係者を通じた形での広がりも期待できるかもし

れない。INFOTEP の人材育成面でも期待できよう。徳島県上勝町の「いろどり」の事例に触発さ
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れた「Hombre de Irodori（「いろどり」の人）」育成コースが企画されており、これが実現すれば

社会起業家兼コミュニティ・リーダーの育成が INFOTEP
14
内で制度化される可能性が高くなるだ

ろう
15
。 

 

＜最後に＞ 

以上のように、本件はこれまでたいへん良い活動を行ってきているので、これらが適切に伝わ

らないことになればもったいないと考える。今後、プロジェクトの現場を訪れたことのない JICA

関係者のみならず、広く一般の日本国民の皆さんにも理解していただけるよう、より良く伝える

努力を続けることを強く望むものである。 

  

                                                        
14

 INFOTEP は企業からの「training levy（訓練税）」というしっかりした財政基盤の上に成り立っている比較的頼りになる機関
のようだ。 

15
 ただし、「いろどり」の仕掛け人である横石知二氏は自らをリーダーではなくコーディネーターであると考えているという。 
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第４章 提言と教訓 
 

４－１ 提言 

 評価結果に基づき、プロジェクトに対して、以下の提言がなされた。 

 

（１）プロジェクト目標をより効果的に達成するために PDM の改訂を提言する。主な改訂点は

以下の 2 つである。 

１） 現在の成果２で意図されている観光商品・サービスの開発と成果３のプロモーションは、

商品開発 プロモーション／販売 評価 改善（ 商品開発 ・・・）を繰り返す一連の

「マーケティング・サイクル」として切り離せないものであるため、現在の成果２と成果

３を統合して新しく成果２とすること。 

２） 新しく成果３として UMPC を基にした県レベルの組織の構築をめざすこと。 

 

（２）その他の細かい変更事項も含んだ日本人専門家チームの提案する PDM（付属資料５）が採

用されることが適当と考える。 

 

（３）また、このプロジェクトで形成される仕組みを基にした観光開発モデルが、他地域にも広

がるような方法をいくつか探すことを提言する。 

 

４－２ 教訓 

 プロジェクト活動を通じて、以下の教訓が抽出された。 

 

（１）産品開発とプロモーションは上記のようなマーケティング・サイクルのなかの一連の活動

として考えられるべきものである。産品開発は、開発してそれを売るという直線的な活動で

はなく、販売活動で消費者の反応を基に更に改善をするという、サイクルの繰り返しで行わ

れるものである。 

 

（２）UMPC のような市レベルの官民が連携した多様な関係者が参加する組織を基にした「ボト

ムアップ」のアプローチにより、地域のさまざまな関係者のイニシアティブとオーナーシッ

プを効果的に醸成することが可能である。 

 

（３）市レベルで双方の利益につながる官民連携体制をつくることが可能である。このような連

携体制はその町の状況によってさまざまに異なる形態をとる。 

 

（４）一村一品の三原則は地域住民に裨益する観光開発にも適用することができる。さまざまな

地場資源を探し出すことが可能であり、このような地域資源を基にユニークな観光産品やサ

ービスを開発することができる。 

 

（５）地域の資源、つまり地域にあるもの、を基にしたポジティブなアプローチによって、住民

に地域への誇りが生まれる。このような誇りが地域活動へのオーナーシップにつながり、さ
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らにこのような活動が地域の価値をより高め、それが新たな誇りを生むという好循環を生み

出すことができる。 

 

（６）コミュニティ開発の活動は、その地域が観光客に対して観光地としての魅力を増し、競争

力を高めることにつながるものである。 

 



 

 

 

 

 

付 属 資 料 

 

 

１．M/M（英文・西文） 

 

２．評価グリッド 

 

３．UMPC の活動内容 

 

４．面談記録 

 

５．PDM 2 
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